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○光市低入札価格調査制度に関する取扱要綱 

平成２５年３月５日 

告示第９号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、光市が発注する工事の請負の契約を締結しようとする場

合において、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１

０第１項（第１６７条の１３において準用する場合を含む。）に基づく低入

札価格調査制度の円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 この告示の低入札価格調査（予定価格の制限の範囲内で契約の相手方

となるべき者が当該契約の内容に適合した履行が行われないおそれがあるか

どうかを判断するために実施する調査をいう。）の対象となる工事は、競争

入札に付する工事で、設計金額が１，０００万円以上のものとする。 

（調査基準価格の設定） 

第３条 低入札価格調査を行う基準となる価格（以下「調査基準価格」という。）

の設定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

(１) 土木系工事（土木等一般工事、土木系機械設備工事及び土木系電気設

備工事） 

予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて

得た額、共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額、現場管理費の額に

１０分の９を乗じて得た額及び一般管理費の額に１０分の６．８を乗じて

得た額（それぞれの額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て

る。）を合計し、１０万円未満を切り上げた額。ただし、当該額が予定価

格に１１０分の１００を乗じて得た額の１０分の９．２を超える場合にあ

っては１０分の９．２とし、１０分の７．５に満たない場合にあっては１

０分の７．５とする。 
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(２) 営繕系工事（建築工事、営繕系機械設備工事、営繕系電気設備工事及

び解体工事） 

予定価格算出の基礎となった直接工事費（直接工事費から現場管理費相

当額を減じた額をいう。以下この号及び次号において同じ。）の額に１０

分の９．７を乗じて得た額、共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額、

現場管理費（現場管理費に直接工事費から減じた現場管理費相当額を加え

た額をいう。）の額に１０分の９を乗じて得た額及び一般管理費の額に１

０分の６．８を乗じて得た額（それぞれの額に１円未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てる。）を合計し、１０万円未満を切り上げた額。た

だし、当該額が予定価格に１１０分の１００を乗じて得た額の１０分の９．

２を超える場合にあっては１０分の９．２とし、１０分の７．５に満たな

い場合にあっては１０分の７．５とする。 

(３) 工事の特殊性等から第１号及び第２号の規定により難いもの 

予定価格に１１０分の１００を乗じて得た額の１０分の７．５から１０

分の９．２までの範囲内で光市事務決裁規程（平成１６年光市訓令第５号）

第２条第１号に規定する決裁者（以下「決裁者」という。）が定める割合

を乗じて得た額 

２ 前項第２号の場合において、現場管理費相当額は、次に掲げる額とする。 

(１) 次号を除く営繕系工事 

直接工事費に１０分の１を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数を生

じたときは、これを切り捨てる。） 

(２) 営繕系工事のうち昇降機設備工事その他製造部門を持つ専門工事業者

を対象とした工事 

直接工事費に１０分の２を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数を生

じたときは、これを切り捨てる。） 

（入札参加者への周知） 

第４条 入札執行者は、現場説明及び入札執行の際に次に掲げる事項を周知す
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る。 

(１) 調査基準価格が設定されていること。 

(２) 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結

果の通知方法に関すること。 

(３) 調査結果によっては、最低入札者であっても落札者とならない場合が

あること。 

(４) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、事情聴取等に応じること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（落札の保留） 

第５条 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場

合には、入札参加者に対して落札を保留することを宣言し、入札を終了する。 

（調査の実施） 

第６条 調査基準価格を下回る価格で申込みをした者があった入札に係る工事

を主管する課等の長（次条において「工事担当課長」という。）は、当該申

込みをした者に対し、入札価格の内訳等について事情聴取等の調査を行う。 

（調査後の措置） 

第７条 工事担当課長は、前条の調査を行ったときは、調査対象者に対する調

査結果を文書で調製し、総務部長に報告する。 

（指名審議会への報告） 

第８条 総務部長は、光市建設工事等指名審議会（以下「指名審議会」という。）

に前条の調査結果を報告し、意見を求める。 

（契約の相手方の決定） 

第９条 決裁者は、指名審議会の意見を聴いた後、落札者を決定する。 

（入札参加者への通知） 

第１０条 入札執行者は、前条の規定により落札者が決定されたときは、当該

落札者が落札した工事に係る入札に参加した者全員にその旨を書面で通知す

る。 
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（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

（光市低入札価格調査制度対象工事等に関する取扱要綱の廃止） 

２ 光市低入札価格調査制度調査対象工事等に関する取扱要綱（平成１６年光

市告示第１７号）は、廃止する。 

附 則（平成２５年告示第６８号） 

この告示は、平成２５年６月１日から施行する。 

附 則（平成２６年告示第３３号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年告示第１５号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年告示第２３号） 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年告示第６６号） 

この告示は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和２年告示第４２号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和６年告示第５０号） 

 この告示は、令和６年４月１日から施行する。 


